
山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第６６回本部員会議（書面開催） 
 

 

日時 令和５年１月３１日(火) 

 

 

次     第 

 

議 題 

 １ 「イベント等の開催に関する基本方針」の見直しについて 

 ２ 「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」の見直しについて 



 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日  

山形県新型コロナウイルス 

感染症に係る危機対策本部 

 

イベント等の開催に関する基本方針 

 

山形県内において開催するイベント等については、政府の基本的対処方針（令和５年１月

27日変更）を踏まえ、次の規模要件を満たすとともに、業種別ガイドラインを遵守し、かつ

留意事項等に対応する場合に、開催できるものとする。（新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成24年法律第31号）法第24条第９項に基づく要請） 
 

１ 適用期間 

  令和５年２月１日から当面の間 

 

２ 規模要件 

（１）収容定員がある場合（概要は別添１のとおり） 

① 収容定員が5,000人以下の場合又は収容定員5,000人超で感染防止安全計画を策定

する場合、人数上限は収容定員までとする。 

② 収容定員5,000人超で感染防止安全計画を策定しない場合、人数上限は5,000人又は

収容定員50％のいずれか大きい方とする。 

次の（Ａ）と（Ｂ）のいずれか小さい方を限度とする。 

    収容率 （Ａ）     人数上限 （Ｂ） 
大声での歓声・声援等が
ないもの（※１） 

大声での歓声・声援等が
あるもの（※１） 

 
5,000人又は収容定員50％（参
加人数5,000人超かつ収容定
員50％超で感染防止安全計画
（※３）を策定する場合は収容
定員まで）のいずれか大きい方 

100％以内（※２） 
（席がない場合は人と人と
が触れ合わない程度の間隔
を確保） 

50％以内（※２） 
（席がない場合は十分な人
と人との間隔（最低１ｍ）を
確保） 

 

  
（※１）「大声」とは、「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、

これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声での歓声・声援等が
あるもの」とする。 

     ≪大声の具体例≫ 
・観客間の大声、長時間の会話 

     ・スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱 
      ※ 得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない 
（※２）同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、

それぞれ50％(大声あり)・100％(大声なし) 
（※３）感染防止安全計画策定イベントでは、基本的に「大声での歓声・声援等がないもの」の担保 

が前提となる。 

（２）収容定員がない場合 

イベントの類型 要     件 

大声での歓声・声援等がないもの 人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること 

大声での歓声・声援等があるもの 十分な人と人との間隔（最低１ｍ）を確保すること 

※赤字部分が変更箇所 

（案） 



（注）「２ 規模要件」における人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合（例え

ばプロスポーツイベントの選手と観客等）には参加者数のみを計上することとし、主催者と参加

者のいる場所が明確に分かれていない場合（例えば展示会の主催者と来場者等）には両者を合計

した数とする。 
 

３ 感染防止安全計画の提出等 

（１）感染防止安全計画の提出 

参加人数5,000人超かつ収容定員50％超で人数上限の緩和を希望するイベントの主            

催者等は、県に対し、イベント開催の２週間前までに別紙１「感染防止安全計画」を

提出し、確認を受けた後、イベント終了後１か月を目途に別紙２「イベント結果報告

フォーム」を提出すること。 

その他の取扱いについては、「イベント開催等における感染防止安全計画等について  

（改定その９）」（令和５年１月27日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進     

室事務連絡）に準じる。 

（２）チェックリストの公表等 

(1)以外のイベントの主催者等は、別紙３「イベント開催時のチェックリスト」を作

成し、ホームページ等で公表するとともに、イベント終了日から１年間保管すること。 
 

４ イベント開催における留意事項 

（１）感染防止策の徹底 

イベントの主催者等は、別添２「イベント開催等における必要な感染防止策」に示す

基本的な感染症対策に必要な取組みを実施すること。 

（２）お祭りなどの開催 

お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催にあたっては、感染状況や出演者

が取り得る感染対策等を踏まえ、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実に

ついて適切に判断すること。 

（３）クラスターが発生した場合の対応 

イベントにおいてクラスターの発生があった場合は、県からの指導等に従い、イベ

ントの感染防止策を徹底し、必要に応じてなされる、イベントの無観客化、中止又は

延期等の要請に協力すること。 
 

５ その他 

県は、政府の基本的対処方針等の変更や、県内の感染状況等を踏まえて、適宜、基本

方針を見直すものとする。 
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「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」 新旧対照表（案） 

現  行 見直し後 

令 和 ４ 年 1 2 月 2 3 日 
山形県新型コロナウイルス 
感染症に係る危機対策本部 

 

県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い 

 

全国的に、新規陽性者数の増加傾向が続いており、今後、年末年始

における接触機会の増加により、更なる感染の拡大が懸念されます。 

つきましては、保健医療体制のひっ迫を回避するため、県民の皆様

及び事業者の皆様におかれましては、以下のことについてご理解、ご

協力をお願いします。 

 

１ 感染防止対策の徹底等について 

・ 場面や状況に応じた不織布マスクの正しい着用や、換気の励行、

ゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）、こまめな手洗い、消

毒など基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。 

・ 特に換気が不十分になると、クラスター発生の要因となるエア

ロゾル感染のリスクが高まりますので、効果的な換気の徹底をお

願いします。 

・ 子どもや高齢者への感染を防止するため、家庭内でも定期的な

換気、こまめな手洗い等を実践し、同居する高齢者や基礎疾患のあ

る方と会話する際にはマスクの活用などを考えてください。 

・ オミクロン株対応ワクチンの接種は、従来型ワクチンを上回る

重症化予防効果と、持続期間が短い可能性はあるものの、感染・発

症予防効果が期待されることから、前回接種から３か月以上経過

した皆様は、年内の接種をお願いします。 

・ また、小児（５歳以上11歳以下）、乳幼児（６か月以上４歳以下）

ワクチンの接種について、お子様を持つ保護者におかれましては、

接種の効果と副反応のリスクの双方について十分ご検討いただい

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 
山形県新型コロナウイルス 
感染症に係る危機対策本部 

 

県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い 

 

新規陽性者数は、全国的に減少傾向が続いていますが、依然として

高い水準にありますので、気を緩めずに感染防止対策を継続していく

必要があります。 

つきましては、県民の皆様及び事業者の皆様におかれましては、引

き続き、以下のことについてご理解、ご協力をお願いします。 

 

１ 感染防止対策の徹底等について 

・ 場面や状況に応じた不織布マスクの正しい着用や、換気の励行、

ゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）、こまめな手洗い、消

毒など基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。 

・ 特に換気が不十分になると、クラスター発生の要因となるエア

ロゾル感染のリスクが高まりますので、効果的な換気の徹底をお

願いします。 

・ 子どもや高齢者への感染を防止するため、家庭内でも定期的な

換気、こまめな手洗い等を実践し、同居する高齢者や基礎疾患のあ

る方と会話する際にはマスクの活用などを考えてください。 

・ オミクロン株対応ワクチンの接種は、従来型ワクチンを上回る

重症化予防効果と、持続期間が短い可能性はあるものの、感染・発

症予防効果が期待されることから、前回接種から３か月以上経過

した皆様は、早めの接種をお願いします。 

・ また、小児（５歳以上11歳以下）、乳幼児（６か月以上４歳以下）

ワクチンの接種について、お子様を持つ保護者におかれましては、

接種の効果と副反応のリスクの双方について十分ご検討いただい

 

現  行 見直し後 

た上で、ご判断ください。 

・ 県内の薬局やドラッグストア等において無料でＰＣＲ検査・抗

原検査を受けることができますので、無症状でも少しでも感染に

対する不安を感じたら、積極的に無料のＰＣＲ検査・抗原検査を活

用してください。 

・ 年末年始は休みとなる医療機関が多いため、発熱等の体調不良

時に備えて、厚生労働省が承認した「医療用」もしくは「一般用」

の検査キットや解熱鎮痛薬等、食料や生活必需品などをあらかじ

め購入しておくことをお勧めします。 

・ 自己検査で陽性だった場合、重症化リスクの低い方は、陽性者健

康フォローアップセンターに登録し、自宅での療養をお願いします。 

・ また、体調悪化等により医療機関を受診する場合は、できるだけ

平日の日中に受診するようご協力をお願いします。 

 

２ 企業活動等における感染防止対策等について 

・ 従業員の健康管理をはじめ、「業種別の感染拡大予防ガイドライ

ン」の遵守の徹底をお願いします。 

・ テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の

削減など、人との接触を低減する取組みを進めてください。 

・ 従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社

等のＢＣＰ(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。 

・ 体調が優れない方や、妊婦、子どもの養育等が必要な方への休暇

取得やテレワーク、時差出勤などの就業上の配慮を行ってください。 

・ 従業員の方がワクチン接種を受けやすい環境を整備してください。 

・ 従業員の方が療養に入る際や職場に復帰する際は、証明書の提出

を求めず、医療機関のＰＣＲ結果通知や診療明細書、陽性者健康フォ

ローアップセンターの登録確認通知メールなどによる代替について

ご協力をお願いします。 

 

３ 県外との往来等について 

た上で、ご判断ください。 

・ 県内の薬局やドラッグストア等において無料でＰＣＲ検査・抗

原検査を受けることができますので、無症状でも少しでも感染に

対する不安を感じたら、積極的に無料のＰＣＲ検査・抗原検査を活

用してください。 

・ （削除）発熱等の体調不良時に備えて、厚生労働省が承認した「医

療用」もしくは「一般用」の検査キットや解熱鎮痛薬等、食料や生

活必需品などをあらかじめ購入しておくことをお勧めします。 

・ 自己検査で陽性だった場合、重症化リスクの低い方は、陽性者健

康フォローアップセンターに登録し、自宅での療養をお願いします。 

・ また、体調悪化等により医療機関を受診する場合は、できるだけ

平日の日中に受診するようご協力をお願いします。 

 

 

２ 企業活動等における感染防止対策等について 

・ 従業員の健康管理をはじめ、「業種別の感染拡大予防ガイドライ

ン」の遵守の徹底をお願いします。 

・ テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の

削減など、人との接触を低減する取組みを進めてください。 

・ 従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社

等のＢＣＰ(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。 

・ 体調が優れない方や、妊婦、子どもの養育等が必要な方への休暇

取得やテレワーク、時差出勤などの就業上の配慮を行ってください。 

・ 従業員の方がワクチン接種を受けやすい環境を整備してください。 

・ 従業員の方が療養に入る際や職場に復帰する際は、証明書の提出

を求めず、医療機関のＰＣＲ結果通知や診療明細書、陽性者健康フォ

ローアップセンターの登録確認通知メールなどによる代替について

ご協力をお願いします。 

 

３ 県外との往来等について 



 

現  行 見直し後 

・ 移動する場合には、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後

にＰＣＲ検査・抗原検査を活用するなど、「うつさない」、「うつら

ない」行動を徹底してください。 

・ 年末年始（12月24日～１月12日）は、山形駅周辺に臨時の無料検

査所が開設されますので、帰省や旅行の際には、積極的に活用して

ください。 

・ また、全国の主な駅（駅周辺を含む）等にも臨時の無料検査所が

開設されますので、ご活用ください。 

・ 特に高齢者や基礎疾患のある方と会う際は、事前に陰性の検査

結果を確認するとともに、早期のワクチン接種をお願いします。 

 

４ 会食等について 

・ 会食の際も、不織布マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、ゼロ

密、換気の励行など基本的な感染防止対策を徹底してください。 

・ 職場での昼食や休憩中の飲食等も含め、会話をする際はマスク

の着用を徹底してください。 

・ 会食時の人数制限はありませんが、パーティションの設置や人と人

との適切な距離を確保するなど、密にならないようにしてください。 

・ 都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用

してください。 

・ 忘新年会などを行う場合は、基本的な感染防止対策とあわせ、

【会食における感染防止の取組み】を再度確認し、感染防止対策を

徹底してください。 

マスクを外した会話・会食・カラオケが、最大の感染リスクです！ 

【会食における感染防止の取組み】 

・ 飲酒は節度を守り、深酒などは控える 

・ 箸やコップは使い回さず、お酌はしない 

・ 体調が悪い人は参加しない 

・ カラオケを利用する場合は、十分な距離を取り、マスクを着用する 

・ 移動する場合には、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後

にＰＣＲ検査・抗原検査を活用するなど、「うつさない」、「うつら

ない」行動を徹底してください。 

（削除） 

・ 特に高齢者や基礎疾患のある方と会う際は、事前に陰性の検査

結果を確認するとともに、早期のワクチン接種をお願いします。 

 

 

 

 

 

４ 会食等について 

・ 会食の際も、不織布マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、ゼロ

密、換気の励行など基本的な感染防止対策を徹底してください。 

・ 職場での昼食や休憩中の飲食等も含め、会話をする際はマスク

の着用を徹底してください。 

・ 会食時の人数制限はありませんが、パーティションの設置や人と人

との適切な距離を確保するなど、密にならないようにしてください。 

・ 都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用

してください。 

（削除） 

 

 

マスクを外した会話・会食・カラオケが、最大の感染リスクです！ 

【会食における感染防止の取組み】 

・ 飲酒は節度を守り、深酒などは控える 

・ 箸やコップは使い回さない 

・ 体調が悪い人は参加しない 

・ カラオケを利用する場合は、十分な距離を取り、マスクを着用する 

 

現  行 見直し後 

※ なお、弁当やテイクアウトの活用もお勧めします。 

 

５ 重症化リスクの高い方やワクチンを接種できない方等の感染防止

について 

・ 高齢者や基礎疾患がある重症化リスクの高い方及びそのご家族

は、できるだけ感染リスクが高い行動は避けるなど感染対策を徹

底してください。 

・ 健康上の理由等でワクチンを接種できない方への感染を防ぐた

め、そのご家族は感染対策を徹底してください。 

・ 高齢者や子どもへの感染を防ぐため、介護施設や保育施設、幼稚

園、学校等に従事する方は、感染対策を徹底してください。 

 

なお、以上の取組みについては、今後の感染状況等を踏まえ、内容

を見直す場合があります。 

以上 

※ なお、弁当やテイクアウトの活用もお勧めします。 

 

５ 重症化リスクの高い方やワクチンを接種できない方等の感染防止

について 

・ 高齢者や基礎疾患がある重症化リスクの高い方及びそのご家族

は、できるだけ感染リスクが高い行動は避けるなど感染対策を徹

底してください。 

・ 健康上の理由等でワクチンを接種できない方への感染を防ぐた

め、そのご家族は感染対策を徹底してください。 

・ 高齢者や子どもへの感染を防ぐため、介護施設や保育施設、幼稚

園、学校等に従事する方は、感染対策を徹底してください。 

 

なお、以上の取組みについては、今後の感染状況等を踏まえ、内容

を見直す場合があります。 

以上  



「山形県新型コロナ対策認証基準」 新旧対照表 

 現　行 令和５年２月１日以降
１ 入店時 

① 発熱、咳、咽頭痛等の症状がある場合は、入店を断る旨を掲示し、来店時

に利用客の体調を確認している。

② 入口に消毒薬を設置し、入店時に手指消毒をするよう要請している。

③ 食事中以外のマスクの着用について、掲示又は声がけを行っている。

④ 順番待ちの列は、間隔(最低１m)を確保するための誘導を行っている。

床に印、声がけ又は掲示で誘導している。

⑤ レジ（フロント）と利用客等の間に、パーティション等の仕切りを設置し

ている。 

⑥ 釣り銭トレーの使用やキャッシュレス決済により、現金の直接のやり取

りを避けるようにしている。 

２ 施設設備の管理 

① パーティション（アクリル板等）の設置又は座席の間隔の確保

以下の項目、１つ以上の実施が必要 

・ テーブル席は正面及び隣席との間並びに他のテーブルとの間に区切りの

パーティション（目を覆う程度の高さ以上のものを目安。以下同じ）を設

ける。カウンター席は隣席とのパーティションを設置するなどして、横並

びで座る人に飛沫が飛ばないように配慮する。

・ 真正面の配置を避ける等により、座席の間隔が１ｍ以上確保されている。 

１ 入店時 

① 発熱、咳、咽頭痛等の症状がある場合は、入店を断る旨を掲示し、来店時

に利用客の体調を確認している。

② 入口に消毒薬を設置し、入店時に手指消毒をするよう要請している。

③ 食事中以外のマスクの着用について、掲示又は声がけを行っている。

※ 病気や障がい等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情を鑑み、

差別等が生じないよう十分配慮するとともに適切な感染対策を講じて

いる。 

④ 順番待ちの列は、間隔（触れ合わない程度）を確保するよう誘導を行って

いる。床に印、声がけ又は掲示で誘導している。

削除

⑤ レジ等での会計時における現金等の受け渡し後には手指消毒を行ってい

る。 

２ 施設設備の管理 

① パーティション等の設置又は座席の間隔の確保

以下の項目、１つ以上の実施が必要 

・ テーブル席は正面及び隣席との間並びに他のテーブルとの間にパーティ

ション等（目を覆う程度の高さ以上のものを目安。以下同じ）を設置して

仕切ることができるようにする。カウンター席は隣席との間にパーティシ

ョン等を設置して仕切ることができるようにし、横並びで座る人に飛沫が

飛ばないように配慮する。 

・ 真正面の配置を避ける等により、座席の間隔が１ｍ以上確保されている。 

※ いずれにおいても家族や日常的に接している少人数の知人等の同一グ

ループ、介助者同席の高齢者・乳幼児・障がい者等が同席する場合は除く。 

②換気の徹底

以下の項目、１つ以上の実施が必要 

・ ２方向の壁の窓又はドアを開放する。（30分に1回以上5分程度又は1時間

に1回10分程度）

・ 窓の開放による方法以外の場合、二酸化炭素（CO２）濃度測定器を設置し、

1,000ppm以下を維持するよう、次のいずれかを実施

（a） ドアを開け、必要に応じて扇風機等を併用しながら適切な換気を行っ

ている。

（b） ドアを開け、HEPAフィルター付き空気清浄機を稼働させる。

（c） 換気機能付きエアコン等機械換気設備を用いて適切な換気を行ってい

る。

③ 店内清掃を徹底し、手がよく触れる箇所を消毒している。

客が入れ替わるタイミング又は繁忙時間帯前後で実施

④ 手洗設備を自動水栓、レバー式又は足踏み式とし、手洗い洗剤、ペーパー

タオル等を設置している。（宿泊業では、飲食会場付近及び厨房内を対象

とする。） 

⑤ 毎日トイレを清掃し、1日に複数回手がよく触れる箇所の消毒を実施して

いる。

※消毒については、ドアノブ、券売機、テーブル、椅子、メニューブック、

タッチパネル等をアルコール消毒液等で清拭する。

３ 利用者の感染防止対策について 

① 大皿を避け、料理を個々に提供している。又はスタッフが取り分けてい

る。 

② 大声での会話を控えるよう要請している。

声がけ又は掲示で要請している。

②換気の徹底

以下の項目、１つ以上の実施が必要 

・ ２方向の窓又はドアを開放する。（適切な換気を行うため、30分に1回以上

5分程度又は1時間に1回以上10分程度）

・ 窓の開放による方法以外の場合、二酸化炭素（CO２）濃度測定器を設置し、

1,000ppm以下を維持するよう、次のいずれかを実施

（a） ドアを開け、必要に応じて扇風機等を併用しながら適切な換気を行っ

ている。

（b） ドアを開け、HEPAフィルター付き空気清浄機を稼働しながら適切な換

気を行っている。

（c） 換気機能付きエアコン等機械換気設備を用いて適切な換気を行ってい

る。

③ 店内清掃を徹底し、手がよく触れる箇所を適時消毒している。

削除

※消毒については、ドアノブ、券売機、テーブル、椅子、メニュー表、タ

ッチパネル等をアルコール消毒液等で清拭する。 

④ 手洗設備を自動水栓、レバー式又は足踏み式とし、手洗い洗剤、ペーパー

タオル等を設置している。（宿泊業では、飲食会場付近及び厨房内を対象

とする。） 

⑤ 毎日トイレを清掃し、1日に複数回手がよく触れる箇所の消毒を実施して

いる。

※削除

３ 利用者の感染防止対策について 

削除 

① 大声での会話を控えるよう要請している。

声がけ又は掲示で要請している。

（参考資料）



③ お酌や回し飲み、食器の共有を避けるよう掲示等により要請している。

声がけ又は掲示で要請している。 

④ ビュッフェ形式の場合、食品を保護するカバーを設け、トングなど器具

を定期的に洗浄消毒（又は手袋着用）している。又は従業員が小分けにし

ている。 

 

４ 従業員の対策について 

① 体調不良者、感染者及び濃厚接触者は、自宅待機するなど就業を制限し

ている。 

② マスクを着用している。（休憩時を含む） 

③ 更衣室、休憩室は換気等をしている。（「２ 施設設備の管理」の②換気の

徹底と同様） 

④ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している。 

 

５ カラオケ利用時の対策について（該当する場合のみ） ※以下のいずれ

かを実施 

・ カラオケ利用時にマスクを着用するよう要請し、カラオケマイクはこま

めに消毒している。 

・ カラオケの利用は当面の間自粛する。 

 

６ 宿泊施設における対策について（該当する場合のみ） 

① ホールや宴会場、会議室等での３密を防止している。 

人数制限、座席間にパーティションを設置、最低1mの間隔の確保など 

② 利用時間帯を分けるなど、大浴場での混雑を回避している。 

③ 大浴場（更衣室、浴室、休憩室）における会話を控えること、対人距離の

確保を要請している。 

④ 感染が疑われる宿泊者が発生した場合の対応を定めている。 

・専用の部屋を予め用意し他の宿泊者から隔離 

 

② 回し飲みや食器の共有を避けるよう掲示等により要請している。 

声がけ又は掲示で要請している。 

③ ビュッフェ形式では、トングや取り箸を共用とする場合は、手指の消毒

を徹底している。又は従業員が小分けにしている。 

 

 

４ 従業員の対策について 

① 感染した、もしくは感染疑いのある従業員が出勤しないよう徹底してい 

る。 

② 適切なマスクの正しい着用を徹底している。（休憩時を含む） 

③ 更衣室、休憩室は換気等をしている。（「２ 施設設備の管理」の②換気の

徹底と同様） 

④ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している。 

 

５ カラオケ利用時の対策について（該当する場合のみ） ※以下のいずれ

かを実施 

・ カラオケ利用時にマスクを着用するよう要請し、マイクはこまめに消毒

している。 

・ カラオケの利用は当面の間自粛する。 

 

６ 宿泊施設における対策について（該当する場合のみ） 

① ホールや宴会場、会議室等での３密を防止している。 

人数制限、座席間にパーティションを設置、最低1mの間隔の確保など 

② 利用時間帯を分けるなど、大浴場での混雑を回避している。 

③ 大浴場（脱衣所、浴室、休憩室）における会話を控えること、対人距離の

確保を要請している。 

④ 感染が疑われる宿泊者が発生した場合の対応を定めている。 

・客室外へ出ないよう依頼し、食事も部屋に届けるなど、他者との接触を

極力避けるよう配慮する 

・受診相談コールセンター等の番号確認 

・対応する従業員を予め決めておく 

⑤ 宿泊客や従業員がいつでも使えるように、消毒薬を施設内（客室、風呂、

食事会場、共用トイレ、ロビー等）に設置している。 

 

・受診相談コールセンター等の番号確認 

・対応する従業員を予め決めておく 

⑤ 宿泊客や従業員がいつでも使えるように、消毒薬を施設内（客室、脱衣

所、食事会場、共用トイレ、ロビー等）に設置している。 

 


